「申告相談受付用紙」
	（カ ナ）
世帯主名
	（　　　　　　　　　　　　　　　）　　

	
	
	大正・昭和
平成・令和
	年　　　月　　　日生

	個人番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	住　　所
	川崎町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（行政区：　　　　　）　

	来庁者名
	


※農業所得がある方について、下記の明細書をご活用下さい。
· 令和７年１月から令和７年１２月までの収入
	収　入　金　額


	米

	銘柄
	作付面積
	収穫量
	（うち、販売分）

	
	（）
	a
ha
	畝
反
町
	（）
	袋
俵
	（）
	袋
俵
	円

	野菜
	雑収入

	作付面積
	販売分
	自家消費分
	交付金
	受取小作料等

	（）
	a
ha
	畝
反
町
	円
	円
	円
	円



· 令和７年１月から令和７年１２月までの経費
	支　出　金　額
（円）

	租税公課
	種苗費
	肥料費
	農具費
	農薬衛生費

	
	
	
	
	

	諸材料費
	修繕費
	動力光熱費
	作業衣料費
	共済掛金

	
	
	
	
	

	荷造運賃手数料
	土地改良費
	刈取調整
（作業委託）
	雑費・消耗品費
	その他（　　　　　　）

	
	
	
	
	




令和８年度（令和７年分）
申告相談のお知らせ
　今年も申告相談の時期となりました。昨年に引き続き、新型コロナウイルス及びその他感染症拡大防止の観点から、申告会場での三密（密集・密閉・密接）を避ける取り組みを行いますのでご理解とご協力をお願いいたします。
川崎町役場税務課（TEL０２２４－８４－２１１３）
１．申告相談の日程
[image: ]申告には何が必要なのかを裏面で確認しましょう！

　申告相談会場の駐車場は、役場裏になります。
　受付用紙は、会場が開いてから受付にご提出ください。山村開発センター前に置いていかれますと受付できません。
[bookmark: _Hlk115776811]
２．申告に必要なもの
①は必ず、②と③は該当するものをお持ちください。
①必ずお持ちいただくもの
	□　マイナンバーカードもしくは
	Ⓐ
	番号通知カード
	
	運転免許証

	
	
	又は
	＋　Ⓑ
	又は

	
	
	個人番号記載の住民票
	
	健康保険証

	↑マイナンバーカードをお持ちでない場合は、Ⓐ群とⒷ群からそれぞれ１つずつお持ちください。↑

	□　預金通帳（金融機関名・支店名・口座番号・名義人名がわかるもの）

	□　利用者識別番号通知書（ご自身で取得された方のみ）

	所得税の還付・納付は毎年変わります。ご家族内で申告される方全員分をお持ちください。


②収入や経費を証明するもの（※どんな収入があったかで必要な書類が異なります。）
	種　　類
	収入を証明するもの
	経費を証明するもの

	お勤めされている方

※パートやアルバイト、
　日雇いなども含みます。
	□勤務先からの
　令和７年分　源泉徴収票
　　　　　又は
　令和７年分　給与支払明細書
	

	年金受給している方
	□令和７年分
　公的年金等の源泉徴収票
	

	自営業の方
※生命保険等の外交員も
含みます。
	□売上明細書など
□外交員報酬の支払調書など
　（収入がわかる帳簿等）
	□仕入れや賃金支払の領収書
□その他、必要経費の領収書
　（経費が分かる帳簿等）

	農業の方
※収支の帳簿を計算してきてください。
	□農作物の販売代金精算通知書
□出荷金額証明書（農協等）
　（収入がわかる帳簿等）
□経営所得安定対策等交付金の明細（対象者）
	□農作業を委託した場合の領収書
□農機具等購入の領収書
　※農業機械を中古で購入した場合は年式も申告いただく必要があります。
□その他、必要経費の帳簿等

	土地や建物などの
賃貸収入がある方
※収支の帳簿を計算してきてください。
	□貸地や貸家などの貸付収入明細書など
　（収入がわかる帳簿等）
	□賃貸物件の火災保険料の領収書
□　　〃　　固定資産税の領収書、課税明細書
□その他、経費がわかる帳簿等
（※該当物件に係るものだけです）

	※令和７年度に保健福祉課や税務課から支給された給付金は所得に含まれませんので、申告不要です。
※自営業や農業などの事業所得は、白色申告を受付します。青色申告の方は大河原税務署へご申告ください。


収入の種類は、上記以外にも多くあります。事前に申告に必要なものを準備の上、お持ちください。
事業所得等の申告の場合、収支を整理し、あらかじめ計算してこない場合は申告相談ができません。
③所得から差し引かれるもの
	該当するものがあれば、
お持ちください。
	□令和７年中に納付した国民年金保険料の領収書
□国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収書
　※川崎町以外にお支払いになったもの
□令和７年中に支払った生命保険料や損害・地震保険料の控除証明書
□障害者手帳や障害者控除対象者認定書など
□医療費控除の明細書：令和７年中に支払った医療費を病院、薬局ごとに合計したもの（セルフメディケーション税制の場合も記載してください）
　※　健康診断やインフルエンザ予防接種などの予防に関わるものや視力矯正用メガネ等の日常生活に関するものは医療費控除対象外です。
□災害や獣害で自宅を修繕した場合の領収書（雨漏り等の経年劣化が原因のものは含まれません）



令和７年分　医療費控除の明細書（計算書）
※医療費控除又はセルフメディケーション税制を受ける方は、下記の明細書を作成願います。
　なお、支払った医療費の自己負担分が次のいずれか低い方に該当する場合に医療費控除を適用できます。
　①医療費の自己負担分が10万円以上
　②総所得金額等（上限200万円）の５％以下
　例：総所得金額等80万円の人が、前年中50,000円の医療費を支払った場合
　　　⇒総所得金額等80万円×５％＝40,000円　なので、これを超えた分の10,000円を医療費控除として適用
住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	受診者氏名
	病院・薬局名
	医療区分
（該当に○をつける）
	Ａ窓口負担分
	Ｂ生命保険等からの補填分(※)
	自己負担分
（Ａ－Ｂ）

	
	
	診療・医薬品
介護サービス
	円
	円
	円

	
	
	診療・医薬品
介護サービス
	
	
	

	
	
	診療・医薬品
介護サービス
	
	
	

	
	
	診療・医薬品
介護サービス
	
	
	

	
	
	診療・医薬品
介護サービス
	
	
	

	
	
	診療・医薬品
介護サービス
	
	
	

	
	
	診療・医薬品
介護サービス
	
	
	

	
	
	診療・医薬品
介護サービス
	
	
	

	
	
	診療・医薬品
介護サービス
	
	
	

	
	
	診療・医薬品
介護サービス
	
	
	

	計
	
	
	


※　Ｂの生命保険等からの補填分とは、Ａの医療に対する生命保険からの支払いや、健康保険からの高額医療費の給付のことを言います。
※　セルフメディケーション税制を選択した方は、医療費控除は受けられません。
image1.emf
受 付時 間：午前９時００分から午前１１時３０分

午後１時００分から午後３時３０分

会 場 ：山村開発センター３階ホール

令和8年 2月 令和8年 3月

月　日 対象地区 月　日 対象地区

10日(火) 前川東部 1日(日)

11日(水) 2日(月)

古関
・
笹谷

12日(木)

前川西部
・
青根

3日(火) 支倉上

13日(金) 川内二 4日(水) 支倉下

14日(土) 5日(木)

小野
・
小沢

15日(日) 6日(金) 川内一

16日(月)

川内三
・
本砂金

7日(土)

17日(火) 予備日① 8日(日)

18日(水)

裏丁上
・
裏丁下

9日(月) 川内北川

19日(木) 本荒町① 10日(火)

碁石
・
支倉台①

20日(金) 本荒町② 11日(水)

碁石
・
支倉台②

21日(土) 12日(木) 中新町①

22日(日) 13日(金) 中新町②

23日(月) 14日(土)

24日(火) 立野 15日(日)

25日(水) 野上① 16日(月) 予備日③

26日(木) 野上②

27日(金) 予備日②

28日(土)

※対象地区以外の方でも受付可能ですので、御都合の良い日に来庁

してください。

※１月２日以降に川崎町に転入された方は受付できません。転入前の

自治体にご相談ください。

※受付時間外に来庁された場合は受付できませんので、受付時間は

厳守でお願いいたします。


